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第１条～第２条（省略）

 （委託業務に係る最低制限価格の設定方法） 

第３条 委託業務に係る入札における最低制限価格は、予定価格に次項の規定により算

出した割合を乗じて得た額を基準として定めるものとする。ただし、最低制限価格は、

予定価格に１００分の８０を乗じて得た額から１００分の９２を乗じて得た額までの

範囲内でなければならない。 

２ 前項の割合は、別表の左欄に掲げる区分に応じ同表の右欄に定める算出式により得

た額に１００分の１１０を乗じて得た額を、設計額で除して得た割合とする。ただし、

その割合が１００分の９２を超える場合は１００分の９２とし、１００分の８０に満

たない場合は１００分の８０とする。 

第４条～第５条（省略）

第１条～第２条（省略）

 （委託業務に係る最低制限価格の設定方法） 

第３条 委託業務に係る入札における最低制限価格は、予定価格に次項の規定により算

出した割合を乗じて得た額を基準として定めるものとする。ただし、最低制限価格は、

予定価格に１００分の８０を乗じて得た額から１００分の９２を乗じて得た額までの

範囲内でなければならない。 

２ 前項の割合は、別表の左欄に掲げる区分に応じ同表の右欄に定める算出式により得

た額に１００分の１０８を乗じて得た額を、設計額で除して得た割合とする。ただし、

その割合が１００分の９２を超える場合は１００分の９２とし、１００分の８０に満

たない場合は１００分の８０とする。 

第４条～第５条（省略）

   附 則 

この要領は、平成２０年４月１日から施行する。 

   附 則（平成２３年７月１４日） 

１ この要領は、平成２３年７月１５日（以下「施行日」という。）から施行する。 

２ 改正後の第３条第２項および別表の規定は、施行日以後に指名通知を行う委託業務

に係る入札から適用し、同日前に指名通知を行った委託業務に係る入札の手続につい

ては、なお従前の例による。 

３ 施行日以後に指名通知を行う委託業務に係る入札の手続に必要な行為は、施行日前

においても、改正後の第２条、第３条および別表の規定の例により行うことができる。

   附 則 

１ この要領は、平成２５年４月１日（以下「施行日」という。）から施行する。 

２ 改正後の規定は、施行日以後に指名通知を行う委託業務に係る入札から適用し、施

行日以前に指名通知を行った工事に係る入札の手続については、なお、従前の例によ

る。 

   附 則 

この要領は、平成２０年４月１日から施行する。 

   附 則（平成２３年７月１４日） 

１ この要領は、平成２３年７月１５日（以下「施行日」という。）から施行する。 

２ 改正後の第３条第２項および別表の規定は、施行日以後に指名通知を行う委託業務

に係る入札から適用し、同日前に指名通知を行った委託業務に係る入札の手続につい

ては、なお従前の例による。 

３ 施行日以後に指名通知を行う委託業務に係る入札の手続に必要な行為は、施行日前

においても、改正後の第２条、第３条および別表の規定の例により行うことができる。

   附 則 

１ この要領は、平成２５年４月１日（以下「施行日」という。）から施行する。 

２ 改正後の規定は、施行日以後に指名通知を行う委託業務に係る入札から適用し、施

行日以前に指名通知を行った工事に係る入札の手続については、なお、従前の例によ

る。 
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附 則 

１ この要領は、平成２６年４月１日（以下「施行日」という。）から施行する。 

２ 改正後の規定は、施行日以後に指名通知を行う委託業務に係る入札から適用し、施

行日以前に指名通知を行った工事に係る入札の手続については、なお、従前の例によ

る。 

附 則 

１ この要領は、平成２６年７月１５日（以下「施行日」という。）から施行する。 

２ 改正後の別表の規定は、施行日以後に指名通知を行う委託業務に係る入札から適用

し、同日前に指名通知を行った委託業務に係る入札の手続については、なお、従前の

例による。 

３ 施行日以後に指名通知を行う委託業務に係る入札の手続に必要な行為は、施行日前

においても、改正後の別表の規定により行うことができる。 

附 則 

１ この要領は、平成２８年６月１日（以下「施行日」という。）から施行する。 

２ 改正後の別表の規定は、施行日以後に指名通知を行う委託業務に係る入札から適用

し、同日前に指名通知を行った委託業務に係る入札の手続については、なお、従前の

例による。 

附 則 

１ この要領は、平成２９年５月１日（以下「施行日」という。）から施行する。 

２ 改正後の別表の規定は、施行日以後に指名通知を行う委託業務に係る入札から適用

し、同日前に指名通知を行った委託業務に係る入札の手続については、なお、従前の

例による。 

附 則 

１ この要領は、令和元年１０月１日（以下「施行日」という。）から施行する。 

２ 改正後の別表の規定は、施行日以後に指名通知を行う委託業務に係る入札から適用

し、同日前に指名通知を行った委託業務に係る入札の手続については、なお、従前の

例による。 

附 則 

１ この要領は、平成２６年４月１日（以下「施行日」という。）から施行する。 

２ 改正後の規定は、施行日以後に指名通知を行う委託業務に係る入札から適用し、施

行日以前に指名通知を行った工事に係る入札の手続については、なお、従前の例によ

る。 

附 則 

１ この要領は、平成２６年７月１５日（以下「施行日」という。）から施行する。 

２ 改正後の別表の規定は、施行日以後に指名通知を行う委託業務に係る入札から適用

し、同日前に指名通知を行った委託業務に係る入札の手続については、なお、従前の

例による。 

３ 施行日以後に指名通知を行う委託業務に係る入札の手続に必要な行為は、施行日前

においても、改正後の別表の規定により行うことができる。

附 則 

１ この要領は、平成２８年６月１日（以下「施行日」という。）から施行する。 

２ 改正後の別表の規定は、施行日以後に指名通知を行う委託業務に係る入札から適用

し、同日前に指名通知を行った委託業務に係る入札の手続については、なお、従前の

例による。 

附 則 

１ この要領は、平成２９年５月１日（以下「施行日」という。）から施行する。 

２ 改正後の別表の規定は、施行日以後に指名通知を行う委託業務に係る入札から適用

し、同日前に指名通知を行った委託業務に係る入札の手続については、なお、従前の

例による。 
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